
政
令
第
二
百
七
号 

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
災
害

対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
十
項
、
第
七
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
八
十
二
条
第

三
項
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
七
条
第
三
項
並
び
に
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
災
害
救
助
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。 

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
二
十
七
人
」
を
「
二
十
八
人
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
中
「
当
該
市
町
村
が
そ
の
大
部
分
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
」
を
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
い
て
当
該
代
行
を
し
た
場
合　

当
該
市



町
村
が
そ
の
大
部
分
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合 

二　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
い
て
当
該
代
行
を
し
た
場
合　

同
号
に

規
定
す
る
応
急
措
置
を
実
施
す
る
緊
急
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合 

第
三
十
五
条
第
一
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を

「
第
四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
二
十
七
人
」
を
「
二
十
八
人
」
に
、
「
二
十
八
人
」
を
「
二
十
九
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
項
中
「
二
十
七
人
」
を
「
二
十
八
人
」
に
、
「
二
十
九
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
削
る
。 

（
災
害
救
助
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
医
療
」
の
下
に
「
、
福
祉
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
保
健
師
」
を
「
栄
養
士
、

管
理
栄
養
士
、
保
健
師
」
に
改
め
、
「
臨
床
検
査
技
師
」
の
下
に
「
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
」
を
加
え
、
「
又
は
歯



科
衛
生
士
」
を
「
、
言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
歯
科
技
工
士
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
三

号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三　

保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
公
認
心
理
師
又
は
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
若
し
く

は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者 

第
五
条
中
「
第
七
条
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
内
閣
府
審
議
官
」
の
下
に
「
、
防
災
監
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
二
内
閣
府
本
府
の
項
中
「
内
閣
府
審
議
官
」
を
「
内
閣
府
審
議
官　

防
災
監
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理　

由 

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
中
央
防
災
会
議
の
委
員
の
定
数
を
改
め
る
等
災
害
対
策
基

本
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 


